
通所介護 重要事項説明書 

 

 

この重要事項説明書は、山形県条例（平成２４年１２月県条例第７２号）第７１条の規程

に基づき、利用申込者またはその家族等へサービス利用開始にあたって、重要事項の説明

をするために作成したものです。  

（令和 6 年 6 月 1 日改正） 

 

１ 事業所の概要 

事業所の名称 ケアステージ ARK 山形中野目 

事業所の所在地 〒990-2175山形県山形市中野目 33番地 1 

電  話  番  号 ０２３－６８２－７０７７ 

法 人 の 名 称 株式会社 テイクオフ 

法 人 代 表 者 代表取締役 戸田 茜 

介護保険事業所番号 ０６７０１０４３８９ 

サービスの種類 通所介護 

併設する事業所 なし 

 

２ 事業目的 

 株式会社テイクオフが開設するケアステージ ARK 山形中野目（以下「事業所」という。）

は、介護保険法の基本原理に基づき、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な通所介護

事業を提供することを目的とします。 

 

３ 運営方針 

 事業所の職員は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、さらに

利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族等の身体的、精神的負担

の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助

を行います。 

 

４ サービス提供の概要 

サービス提供日 月曜日～金曜日 

サービス提供時間 午前９時１５分～午後４時２５分 

利 用 定 員  ２0 名 

 

サービスの内容  

 

居宅サービス計画に沿って作成された通所介護計画に基づき、

送迎・食事の提供・入浴介助・機能訓練・レクリエーション・

その他必要な介護、生活相談等を提供致します。 

 



１ 事業所は、利用者の居宅サービス計画に沿って通所介護計画を作成し、これに従

って計画的にサービスを提供致します。 

  ２ 事業所は、通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその

家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で交付することとします。 

  ３ 事業所は、利用者がサービス内容の変更や、提供方法等の変更を希望する場合で、

その変更が居宅サービス計画の範囲内で可能なときは、速やかに通所介護計画の

変更を行います。 

  ４ 事業所は、利用者が居宅サービス計画及の変更を希望する場合は、速やかに居宅

サービス計画を作成した居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。 

 

５ 職員の職種、員数及び職務内容 

管  理  者 

１名（生活相談員と兼務） 

通所介護計画の作成及び説明を行うほか、職員の管理、通所介護の利用申込みに係

る調整、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも通所介護

の提供にあたる。 

生活相談員 

2 名（１名は管理者、1 名は介護職員と兼務） 

利用者及びその家族からの相談に応じるとともに、市町村、他の事業所との連携を

図るほか、ボランティアの指導を行うとともに通所介護の提供にあたる。 

介 護 職 員 

3 名（うち 1 名は生活相談員と兼務） 

利用者の通所介護計画に基づく介護及び支援、その他の通所介護の提供にあたる。 

機能訓練指導員 

2 名（非常勤 看護師と兼務） 

利用者の通所介護計画に基づく機能訓練その他の通所介護の提供にあたる。 

看護師 

２名（非常勤 機能訓練指導員と兼務） 

健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画書に基づく看護を行う。 

調理 

介護職員が調理業務を兼務して行う 

衛生管理のもと、調理業務にあたる。 

  

６ 利用料金 

 

（１）介護保険給付対象サービス 

① 基本料金 

利用時間 
要介護状態

区分 

１日あたりの 

利用料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担金 

３時間～ 

４時間未満 

要介護１ 3,700 円 370 円（2 割 740 円・3 割 1,110 円） 

要介護２ 4,230 円 423 円（2 割 846 円・3 割 1,269 円） 

要介護３ 4,790 円 479 円（2 割 958 円・3 割 1,437 円） 



要介護４ 5,330 円 533 円（2 割 1,066 円・3 割 1599 円） 

要介護５ 5,880 円 588 円（2 割 1,176 円・3 割 1,764 円） 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ 3,880 円 388 円（2 割 776 円・3 割 1,164 円） 

要介護２ 4,440 円 444 円（2 割 888 円・3 割 1,332 円） 

要介護３ 5,020 円 502 円（2 割 1,004 円・3 割 1,506 円） 

要介護４ 5,600 円 560 円（2 割 1,120 円・3 割 1,680 円） 

要介護５ 6,170 円 617 円（2 割 1,234 円・3 割 1,851 円） 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ 5,700 円 570 円（2 割 1,140 円・3 割 1,710 円） 

要介護２ 6,730 円 673 円（2 割 1,346 円・3 割 2,019 円） 

要介護３ 7,770 円 777 円（2 割 1,554 円・3 割 2,331 円） 

要介護４ 8,800 円 880 円（2 割 1,760 円・3 割 2,640 円） 

要介護５ 9,840 円 984 円（2 割 1,968 円・3 割 2,952 円) 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ 5,840 円 584 円（2 割 1,168 円・3 割 1,752 円） 

要介護２ 6,890 円 689 円（2 割 1,378 円・3 割 2,067 円） 

要介護３ 7,960 円 796 円（2 割 1,592 円・3 割 2,388 円） 

要介護４ 9,010 円 901 円（2 割 1,802 円・3 割 2,703 円） 

要介護５ 10,080 円 1,008 円（2 割 2,016 円・3 割 3,024 円) 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ 6,580 円 658 円（2 割 1,316 円・3 割 1,974 円） 

要介護２ 7,770 円 777 円（2 割 1,554 円・3 割 2,331 円） 

要介護３ 9,000 円 900 円（2 割 1,800 円・3 割 2,700 円） 

要介護４ 10,230 円 1,023 円（2 割 2,046 円・3 割 3,069 円） 

要介護５ 11,480 円 1,148 円（2 割 2,296 円・3 割 3,444 円) 

※（ ）内は２割負担又は３割負担の金額となります。 

 

・ 利用者は、関係法令に基づいて定められた利用者負担金、並びに所定の料金体系に基

づいたサービス利用料金を事業所に支払うものとします。 利用者負担金は関係法令

に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の

金額を適用するものとします。 

 

 

 

 

 

 



② 介護保険給付対象となる加算 

加算項目 1 回あたりの利用料金 
介護保険適用時の 

1 回あたりの自己負担金 

入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助に関する研修

等受けている職員が、

入浴介助を行った場合 

400 円/回 
40 円/回 

（2 割 80 円・3 割 120 円） 

送迎減算 
事業所が送迎を行なわ

なかった場合（片道） 
－470 円/片道 

－47 円/片道 

(2 割－94 円・3 割－141 円)  

  

科学的介護推進 

体制加算 

全ての利用者ごとの心

身の状況等の基本的な

情報を LIFEへ提出し、

サービスの提供に当た

って、LIFE からのフィ

ードバック等を適切か

つ有効に提供するため

に必要な情報を活用し

ている事業所に適用さ

れます。 

 

400 円/月 
40 円/月  

（2割 80円・3割 120円） 

※（ ）内は２割負担又は３割負担の金額となります。 

 

 ③ その他の加算（区分支給限度基準額の算定対象からは除外） 

加算項目 介護保険適用時の１月あたりの自己負担金 

介護職員等 

処遇改善加算(Ⅲ) 

介護職員処遇改善交

付金相当分を介護報

酬に円滑に移行する

ため創設されました     

１月あたりの自己負担金（①＋②）の 8.0％ 

 

（２） 介護保険給付対象外サービス 

項 目 費 用 備 考 

食費 ５５０円／食 

食事をとった時のみ。利用予定の前日 17 時ま
でに申出がなく当日になって利用中止の申出
がされた場合、取消料として料金が発生する場
合がある。ただし利用者の体調不良等正当な事
由がある場合はこの限りではない。 

紙オムツ代（パッドタイプ） ５０円／枚  

紙オムツ代（フラットタイプ） ８０円／枚  

紙パンツ代（各サイズ共通） １４０円／枚  

日用品費 実費 
利用者個人または家族等の選択によって利用
されるもの 

教養娯楽費 実費 
教養娯楽、趣味材料にかかる費用であって、利
用者個人または家族等の選択により利用され
るもの 

複写物の交付 １０円／枚 
サービス提供の記録について複写物を必要とする場
合。ただし職員や他の利用者等の個人情報は除く。 

 

７ 利用料金お支払い方法 

前記６項（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、口座引落（翌月 

27 日引落）の方法により翌月末日までにお支払い下さい。 



口座引落がならなかった場合は、事業所での現金支払または銀行振込かコンビニ

エンスストア専用払込用紙により上記支払期限までにお支払い下さい。 

【銀行振込の場合】 

山形銀行 小松支店 

普通預金 0552771  名義）株式会社テイクオフ  

 

８ 通常の事業の実施地域 

 通常の事業の実施地域は、山形市、中山町、山辺町、天童市、寒河江市とします。 

 

９  サービス内容に関する相談・苦情や虐待の窓口 

事業所相談窓口 

受付時間 

月～金曜日 

（８：３０～１７：３０） 

ケアステージ ARK 山形中野目 

０２３－６８２－７０７７ 

担当 青山 勤（管理者） 

※不在の場合は生活相談員 

  

上記以外にも下記の相談窓口があります。 

 

苦情受付機関 

山形市健康福祉部 

介護保険課・指導監査課 
０２３－６４１－１２１２ 

中山町健康福祉課 

介護支援グル―プ 
０２３－６６２－２４５６ 

山形県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情窓口 
０２３７－８７－８００６ 

 

１０ 守秘義務 

  １ 事業所の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持します。 

  ２ 事業所は事業所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘

密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らすこと

のないよう必要な措置を行います。 

 

１１ 緊急時の対応 

  サービス提供中に、ご利用者の体調が悪くなった場合その他緊急事態が生じた場合は

ご家族もしくは緊急連絡先に連絡を行い、主治医に連絡等を取るなど必要な措置を行

います。 

 

１２ 事故発生時の取り扱い 

  １ 事業所は発生した事故の状況等をご家族に連絡するとともに、速やかに県、市町

村、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所に報告するとともに、必要

な措置を講じるものとします。 

  ２ 報告を行う対象となる事故は、事業者がサービス提供中の事故とします。 



  ３ 事業所は事故処理の進捗状況に応じ、以下に掲げる報告を行うものとします。 

    ① 事故発生直後の場合は、事故発生状況。 

    ② 事故処理が長期化する場合は、随時に行う途中経過等。 

    ③ 問題が解決し、事態が終結した場合は、その顛末及び結果等。 

  ４ 事業所は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた

場合には、その損害を賠償します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない

場合には、その限りではありません。 

 

１３ 非常災害対策 

   消防計画及び風水害・地震等の災害に対処するための計画に基づき、非常災害に備

えるため、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年２回以上避

難、救出その他必要な訓練を行います。 

   また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具

体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知を行います。 

 

１４ サービス利用にあたっての留意事項 

   サービス利用にあたっての留意事項は、次のとおりとする。 

   １ 宗教や習慣の相違などで他人を排撃し、または自己の利益の為、他人の自由を

侵すこと。 

   ２ 喧嘩、口論をなし、又は楽器などの音を大きく出して静寂を乱し、他の利用者

に迷惑を及ぼすこと。 

   ３ 指定した場所以外で火気を用いること。 

   ４ 故意に事業所若しくは物品に障害を与え、またはこれを事業所以外から持ち出

すこと。 

   ５ 金銭または物品によって賭事をすること。 

   ６ 事業所内の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること。 

   ７ 喫煙は定められた場所ですること。 

 

１５ 虐待防止に関する事項 

  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

るものとします。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 職員に対して、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 前１号から３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

２ 事業所は、サービス提供中に、事業所職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報するものとします。 

 



１６ 身体的拘束等について 

  事業所は、原則として身体的拘束等を行いません。ただし、利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、以下の（１）～（３）の要

件をすべて満たすときは、利用者、家族に対して説明し同意を得たうえで、必要最小

限の範囲内で身体的拘束等を行う場合があります。その場合は、態様及び時間、利用

者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容について記録し、

５年間保存します。また事業所として、身体的拘束等をなくしていくための取り組み

を積極的に行います。 

（１） 切迫性・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危機にさらされる

緊急性が著しく高い場合。 

（２） 非代替性・・・身体的拘束等その他の行動制限を行う以外に代替法がない場合。 

（３）一時性・・・身体的拘束等その他の行動制限が一時的な場合。 

 

１７ 衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な

管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとします。 

（２）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じるものとします。 

   ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して

必要に応じて随時開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

   ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

   ③事業所において職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練

を定期的に実施します。 

 

１８ 業務継続計画の策定等について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じるものとします。 

（２） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

株式会社テイクオフ 

事業所名：ケアステージ ARK 山形中野目 

所 在 地：山形県山形市中野目 33 番地 1 

連 絡 先：０２３－６８２－７０７７ 

説 明 者：職種          氏名                    

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

 令和   年   月   日 

 

利用者氏名                   印 

 

 

           代理人氏名           （続柄    ）印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


